
天
孫
降
臨
神
話
の
降
臨
神
に
つ
い
て

舟
久
保

大
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は
じ
め
に

天
地
開
闢
か
ら
初
代
の
天
皇
と
さ
れ
る
神
武
天
皇
の
誕
生
ま
で
を
描
く
『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
の
神
話
は
実
に
多
様
な
内
容
を
持
っ
て

い
る
が
、
そ
こ
に
は
天
皇
の
支
配
の
起
源
を
語
る
と
い
う
首
尾
一
貫
し
た
目
的
が
存
在
す
る
、
体
系
的
な
神
話
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に

『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
の
神
話
は
王
権
（
起
源
）
神
話
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
改
め
て
こ
の
神
話
を
見
た
と

き
、
天
孫
降
臨
神
話
こ
そ
が
、
最
も
重
要
な
神
話
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
天
孫
降
臨
神
話
と
は
、
天
上
世
界
に
お
け
る
最
高
神

が
自
身
の
子
孫
で
あ
る
皇
孫
を
地
上
世
界
の
統
治
者
と
し
て
降
臨
さ
せ
る
と
い
う
神
話
で
あ
る
が
、
天
皇
は
系
譜
上
、
こ
の
最
高
神
の
子
孫
と

位
置
づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
天
孫
降
臨
神
話
は
天
皇
の
支
配
の
正
統
性
を
語
る
天
皇
の
始
祖
神
話
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
天
孫
降
臨
神
話
は
『
古
事
記
』
に
一
伝
、『
日
本
書
紀
』
に
は
「
一
書
」
を
含
め
る
と
五
伝
、
合
計
六
伝
承
が
収
め
ら
れ
て
い

る
が
、
そ
の
内
容
を
子
細
に
見
る
な
ら
ば
、
多
く
の
異
な
る
点
が
見
ら
れ
る
。
特
に
、
皇
孫
に
降
臨
を
司
令
す
る
司
令
神
に
つ
い
て
見
る
と
、

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
だ
け
の
も
の
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
み
の
も
の
、
二
神
が
並
立
す
る
も
の
の
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
天
孫
降
臨
神
話
の
研
究
史

を
振
り
返
る
と
、
こ
の
違
い
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
極
め
て
多
く
の
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。
そ
の
中
で
、
タ
カ
ミ
ム

ス
ヒ
を
司
令
神
と
す
る
神
話
が
本
来
の
も
の
で
あ
り
、
ア
マ
テ
ラ
ス
を
司
令
神
と
す
る
神
話
は
、
の
ち
に
な
っ
て
、
具
体
的
に
は
天
武
朝
・
持
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統
朝
に
な
っ
て
創
作
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る(1
)。

し
か
し
、
興
味
深
い
こ
と
は
、
司
令
神
の
違
い
だ
け
で
な
く
、
降
臨
す
る
神
も
各
所
伝
に
よ
っ
て
異

な
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
日
本
書
紀
』「
神
代
下
・
天
孫
降
臨
神
話
条
本
文
」
に
よ
れ
ば
、

于
レ
時
。
高
皇
産
霊
尊
。
以
二
真
床
追
衾
一
覆
二
於
皇
孫
天
津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
一
使
レ
降
之
。
皇
孫

乃
離
二
天
磐
座
一。
天
磐
座
。
此
云
二
阿

麻
能
以
簸
矩
羅
一。

且
排
二-分
天
八
重
雲
一。
稜
威
之
道
別
道
別
而
天
二-降
於
日
向
襲
之
高
千

穗
峯
一
矣
。

と
あ
る(2
)。

こ
れ
に
よ
る
と
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
皇
孫
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
を
真
床
追
衾
で
覆
い
、
葦
原
中
国
へ
降

臨
さ
せ
た
と
あ
る
。
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
は
日
向
の
襲
の
高
千
穂
峰
に
天
降
る
が
、
こ
の
時
の
司
令
神
は
タ
カ

ミ
ム
ス
ヒ
の
み
で
、
降
臨
神
も
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
の
み
で
あ
る
。
一
方
、『
古
事
記
』「
天
孫
降
臨
段
」
に

は
、

爾
天
照
大
御
神
。
高
木
神
之
命
以
。
詔
二
太
子
正
勝
吾
勝
勝
速
日
天
忍
穂
耳
命
一。
今
平
二
訖
葦
原

中
国
一
之
白
。
故
随
二
言
依
賜
一。
降
坐
而
知
者
。
爾
其
太
子
正
勝
吾
勝
勝
速
日
天
忍
穂
耳
命
答
白
。

僕
者
将
レ
降
装
束
之
間
。
子
生
出
。
名
天
迩
岐
志
国
迩
岐
志
自
レ
迩
至

志
以
レ
音

天
津
日
高
日
子
番
能
迩
迩
芸
命
。

此
子
応
レ
降
也
。
此
御
子
者
。
御
二
合
高
木
神
之
女
万
幡
豊
秋
津
師
比
売
命
一。
生
子
。
天
火
明
命
。

次
日
子
番
能
迩
迩
芸
命
。
二
柱
也
。
是
以
随
レ
白
之
。
科
レ
詔
二
日
子
番
能
迩
迩
芸
命
一。
此
豊
葦
原

水
穂
国
者
。
汝
将
レ
知
国
。
言
依
賜
。
故
随
レ
命
以
可
二
天
降
一。

と
あ
る(3
)。

こ
れ
に
よ
る
と
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
二
神
は
、
ま
ず
ア
マ
テ
ラ
ス
の
子
で
あ

る
オ
シ
ホ
ミ
ミ
に
葦
原
中
国
の
支
配
を
委
任
し
天
降
り
を
命
じ
た
。
し
か
し
、
オ
シ
ホ
ミ
ミ
は
降
臨
の

途
中
で
子
で
あ
る
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
が
生
ま
れ
た
の
で
、
降
臨
神
を
こ
の
神
に
変
更
す
る
よ
う
に
言
い
、
結
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表一 天孫降臨神話の司令神と降臨神
所伝 司令神 降臨神

『日本書紀』本文 タカミムスヒ ホノニニギ
『日本書紀』第四一書 タカミムスヒ ホノニニギ
『日本書紀』第六一書 タカミムスヒ ホノニニギ
『日本書紀』第二一書 タカミムスヒ及びアマテラス オシホミミ→ホノニニギ
『日本書紀』第一一書 アマテラス オシホミミ→ホノニニギ
『古事記』 タカミムスヒとアマテラスの並立 オシホミミ→ホノニニギ



果
、
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
が
葦
原
中
国
の
支
配
者
と
し
て
降
臨
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、『
古
事
記
』
で
は
、
司
令
神
は
ア
マ
テ
ラ
ス
と
タ
カ

ミ
ム
ス
ヒ
の
二
神
並
立
で
あ
り
、
降
臨
神
は
オ
シ
ホ
ミ
ミ
か
ら
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
へ
変
更
し
て
い
る
。
で
は
、『
日
本
書
紀
』
の
各
異
伝
は
ど
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
天
孫
降
臨
神
話
の
各
所
伝
に
つ
い
て
、
降
臨
神
の
問
題
を
、
司
令
神
を
軸
に
ま
と
め
る
と
表
一
の
よ
う
に
な
る
。

こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
司
令
神
が
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
み
の
場
合
は
降
臨
神
の
交
替
は
な
い
が
、
司
令
神
に
ア
マ
テ
ラ
ス
が
登
場
す
る

と
降
臨
神
が
オ
シ
ホ
ミ
ミ
か
ら
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
に
替
わ
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
か
ら
ア
マ
テ
ラ
ス
へ
と
い

う
天
孫
降
臨
神
話
の
司
令
神
の
転
換
に
対
応
す
る
よ
う
に
、
降
臨
神
も
ま
た
、
オ
シ
ホ
ミ
ミ
か
ら
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
へ
と
変
更
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
な
ぜ
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
司
令
神
と
な
る
と
降
臨
神
の
交
替
が
行
わ
れ
る
の
か
、
そ
の
交
替
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が

あ
る
か
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
の
問
題
点
を
指
摘
し
つ
つ
、
新
た
な
視
点
と
し
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
か
ら
初
代
の
天
皇
と
さ
れ
る
神
武
天
皇
ま
で

の
系
譜
全
体
か
ら
論
じ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

第
一
章

先
行
研
究
の
整
理
と
検
討

第
一
節

嬰
児
信
仰
と
の
関
係
に
つ
い
て

天
孫
降
臨
神
話
の
降
臨
神
は
な
ぜ
ア
マ
テ
ラ
ス
が
司
令
神
と
し
て
登
場
す
る
と
オ
シ
ホ
ミ
ミ
か
ら
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
へ
変
更
さ
れ
る
の
か
に
つ
い

て
は
、
お
お
よ
そ
三
つ
の
説
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
第
一
と
し
て
は
、
古
代
日
本
に
お
け
る
嬰
児
信
仰
と
の
関
係
で
あ
る
。
武
田
祐
吉
氏
は
、

天
孫
降
臨
神
話
と
は
ど
の
よ
う
な
神
話
な
の
か
と
い
う
問
題
関
心
か
ら
、
天
孫
降
臨
の
意
義
は
天
皇
の
降
誕
に
あ
り
、
降
臨
神
の
交
替
は
嬰
児

降
誕
を
語
る
も
の
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る(4
)。

三
品
彰
英
氏
は
、
天
孫
降
臨
神
話
は
稲
穂
の
信
仰
と
儀
礼
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
降
臨

神
は
そ
の
稲
穂
の
生
成
力
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
嬰
児
と
し
て
観
想
さ
れ
た
、
と
述
べ
て
い
る(5
)。

守
屋
俊
彦
氏
は
、
降
臨
神
が
親
子
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間
の
交
替
と
い
う
形
を
と
っ
た
の
は
、
降
臨
さ
れ
る
神
は
宗
教
的
な
意
味
か
ら
し
て
嬰
児
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る(6
)。

こ
の
よ
う
に
、
天
孫
降
臨
神
話
に
は
王
の
誕
生
の
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
降
臨
神
の
交
替
を
古
代
の
嬰
児
信
仰
と
関
連
さ
せ
た
説
が

古
く
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
降
臨
神
は
本
当
に
嬰
児
と
し
て
降
臨
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
よ
う
に
テ
ク
ス
ト
を
解
釈
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
。
溝
口
睦
子
氏
は
、『
日
本
書
記
』
の
本
文
な
ど
に
登
場
す
る
真
床
追
衾
に
つ
い
て
、
従
来
、
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
が
こ
れ
に
覆
わ

れ
る
こ
と
を
根
拠
に
降
臨
神
を
嬰
児
と
し
て
き
た
が
、
そ
の
解
釈
は
適
切
で
は
な
く
、
降
臨
神
は
嬰
児
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る(7
)。

実
際
、『
日
本
書
紀
』「
神
代
下
・
天
孫
降
臨
神
話
条
本
文
」
に
は
、

天
照
太
神
之
子
。
正
哉
吾
勝
勝
速
日
天
忍
穗
耳
尊
。
娶
二
高
皇
産
霊
尊
之
女
栲
幡
千
千
姫
一。
生
二
天
津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
一。
故
皇
祖
高
皇

産
霊
尊
。
特
鍾
二
憐
愛
一
以
崇
養
焉
。
遂
欲
下
立
二
皇
孫
天
津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
一
以
為
中
葦
原
中
国
之
主
上。

と
あ
る(8
)。

こ
れ
は
、
天
孫
降
臨
の
前
に
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
子
で
あ
る
オ
シ
ホ
ミ
ミ
が
タ
ク
ハ
タ
チ
ヂ
ヒ
メ
を
娶
っ
て
、
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
が
生
ま
れ

た
と
い
う
場
面
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
皇
祖
神
で
あ
る
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
オ
シ
ホ
ミ
ミ
を
「
特
に
憐
愛
を
鍾
め
て
崇
養
し
た
ま
ふ
」
と
発

言
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
は
、
生
ま
れ
た
時
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
か
ら
寵
愛
さ
れ
養
育
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま

り
、
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
は
葦
原
中
国
に
降
臨
す
る
段
階
に
お
い
て
は
、
あ
る
程
度
成
長
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
降
臨
時
に
嬰
児
で
あ
っ
た

と
は
解
釈
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
よ
っ
て
、
降
臨
神
の
変
更
と
嬰
児
信
仰
を
関
連
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
節

持
統
天
皇
の
皇
位
継
承
と
そ
の
正
統
性

第
二
の
説
は
、
持
統
天
皇
が
自
身
の
皇
位
継
承
を
正
統
化
す
る
た
め
に
、
降
臨
神
が
変
更
さ
れ
る
神
話
を
創
作
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

筑
紫
申
真
氏
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
司
令
神
と
な
る
神
話
で
は
必
ず
降
臨
神
が
オ
シ
ホ
ミ
ミ
か
ら
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
へ
変
化
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
現

実
の
政
治
に
お
い
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
＝
持
統
天
皇
・
オ
シ
ホ
ミ
ミ
＝
草
壁
皇
子
・
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
＝
文
武
天
皇
と
い
う
対
応
が
見
ら
れ
る
、
と
述
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べ
て
い
る(9
)。

田
村
圓
澄
氏
は
、
持
統
天
皇
は
草
壁
皇
子
没
後
、
文
武
天
皇
を
即
位
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
祖
母
か
ら
孫
へ
と
い
う
皇
位
継
承
は

前
例
が
な
く
、
依
拠
す
べ
き
皇
位
継
承
法
も
な
か
っ
た
の
で
、
文
武
天
皇
の
即
位
を
正
統
化
す
る
た
め
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
司
令
に
よ
り
、
降
臨

神
が
オ
シ
ホ
ミ
ミ
か
ら
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
に
交
替
す
る
神
話
を
創
作
し
た
、
と
述
べ
て
い
る(10
)。

こ
の
よ
う
な
見
解
は
上
山
春
平
氏(11
)・

金
井
清
一
氏(12
)・

三
谷
栄
一
氏(13
)・

大
山
誠
一
氏(14
)・

大
和
岩
雄
氏(15
)に

よ
っ
て
示
さ
れ
て
お
り
、
現
在
最
も
有
力
な
学
説
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
説
に
は
い
く
つ
か
問
題
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
第
一
は
、
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
の
系
譜
と
持
統
天
皇
の
系
譜
に
は
、
齟
齬
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
説
の
最
大
の
根
拠
は
、
神
話
上
の
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
の
系
譜
と
現
実
の
持
統
天
皇
の
系
譜
が
対
応
し
て
い
る
と
い
う
点

に
あ
る
の
で
、
ま
ず
は
両
者
の
系
譜
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。
系
図
一
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
れ
を
見
る
と
、
確
か
に
ア
マ
テ

ラ
ス
―
オ
シ
ホ
ミ
ミ
―
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
と
持
統
―
草
壁
―
文
武
だ
け
を
見
れ

ば
綺
麗
に
対
応
し
て
い
る
が
、
全
体
を
見
れ
ば
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な

い
。
ア
マ
テ
ラ
ス
や
オ
シ
ホ
ミ
ミ
を
持
統
天
皇
や
草
壁
皇
子
に
擬
す
る

な
ら
、
系
譜
の
関
係
上
、
ヨ
ロ
ズ
ハ
タ
ヒ
メ
を
元
明
天
皇
、
タ
カ
ミ
ム
ス

ヒ
を
元
明
天
皇
の
父
で
あ
る
天
智
天
皇
に
擬
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ

に
は
様
々
な
齟
齬
が
生
じ
る
。
持
統
天
皇
と
元
明
天
皇
の
関
係
を
見
る
と

両
者
は
天
智
天
皇
の
娘
で
、
姉
妹
の
関
係
で
あ
る
が
、
神
話
上
ア
マ
テ
ラ

ス
と
ヨ
ロ
ズ
ハ
タ
ヒ
メ
は
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
な
い
。
他
に
も
、
タ
カ

ミ
ム
ス
ヒ
と
ア
マ
テ
ラ
ス
の
関
係
で
は
持
統
天
皇
と
天
智
天
皇
は
親
子
の

関
係
だ
が
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
と
ア
マ
テ
ラ
ス
は
そ
の
よ
う
な
関
係
に
は
な

い
。
こ
の
よ
う
に
、
現
実
の
皇
位
継
承
を
天
孫
降
臨
神
話
に
反
映
さ
せ
よ

う
と
し
た
時
、
そ
れ
ぞ
れ
の
系
図
に
齟
齬
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
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第
二
の
問
題
点
は
、
持
統
天
皇
は
天
武
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
高
市
皇
子
が
生
存
し
て
い
る
限
り
、
文
武
天
皇
へ
の
譲
位
を
正
統
化
す
る
た
め

に
神
話
の
創
作
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
草
壁
皇
子
の
死
後
、
高
市
皇
子
は
有
力
な
皇
位
継
承
候
補

者
と
し
て
王
権
内
で
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
示
す
の
が
、『
日
本
書
紀
』「
持
統
天
皇
四
年
七
月
庚
辰
条
」
に
あ
る
、

庚
辰
。
以
二
皇
子
高
市
一
為
二
太
政
大
臣
一。

と
い
う
記
事
で
あ
る(16
)。

こ
れ
に
よ
る
と
高
市
皇
子
は
太
政
大
臣
に
任
命
さ
れ
た
と
あ
る
。
こ
の
記
事
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
高
市
皇
子
の
母
の

出
自
が
宗
像
氏
と
い
う
地
方
氏
族
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
皇
位
継
承
の
可
能
性
を
否
定
す
る
説
も
あ
る
が
、
こ
の
時
の
太
政
大
臣
就
任
は
、
天

智
天
皇
十
（
六
七
一
）
年
正
月
に
設
置
さ
れ
た
太
政
大
臣
と
同
様
に
皇
位
継
承
候
補
者
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
る
。

そ
の
根
拠
は
、
第
一
に
、『
日
本
書
紀
』「
持
統
天
皇
三
年
四
月
乙
未
条
」
の
、

乙
未
。
皇
太
子
草
壁
皇
子
尊
薨
。

と
い
う
記
事
と(17
)『

日
本
書
紀
』「
持
統
天
皇
十
年
七
月
庚
戌
条
」

庚
戌
。
後
皇
子
尊
薨
。

と
い
う
記
事(18
)で

あ
る
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
草
壁
皇
子
と
高
市
皇
子
の
死
去
を
伝
え
た
記
事
で
あ
る
。
前
者
の
記
事
に
は
、「
皇
太
子
」
と
さ

れ
た
草
壁
皇
子
に
「
尊
」
と
い
う
尊
称
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
同
様
に
後
者
の
高
市
皇
子
に
も
「
尊
」
の
尊
称
が
付
さ
れ
て
い
る
。
草
壁
皇
子

は
言
う
ま
で
も
な
く
皇
位
継
承
候
補
者
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
「
尊
」
の
尊
称
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
高
市
皇
子
も
ま
た
、
有

力
な
皇
位
継
承
候
補
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
の
根
拠
は
『
懐
風
藻
』「
葛
野
王
伝
」
の

ᷤ
野
王

二
首

王
子
者
。
淡
海
帝
之
孫
。
大
友
太
子
之
長
子
也
。
母
浄
御
原
帝
之
長
女
十
市
内
親
王
。
器
範
宏
邈
。
風
鑑
秀
遠
。
材
称
二
棟
幹
一。
地
兼
二

帝
戚
一。
少
而
好
レ
学
。
博
渉
二
経
史
一。
頗
愛
レ
蜀
レ
文
。
兼
能
二
書
画
一。
浄
御
原
帝
嫡
孫
。
授
二
浄
太
肆
一。
拝
二
治
部
卿
一。
高
市
皇
子
薨
後
。
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皇
太
后
引
二
王
公
卿
士
於
禁
中
一。
謀
レ
立
二
日
嗣
一。
時
群
臣
各
挟
二
私
好
一。
衆
議
紛
紜
。
王
子
進
奏
曰
。
我
国
家
為
レ
法
也
。
神
代
以
来
。

子
孫
相
承
。
以
襲
二
天
位
一。
若
兄
弟
相
及
。
則
乱
従
レ
此
興
。
仰
論
二
天
心
一。
誰
能
敢
測
。
然
以
二
人
事
一
推
之
。
聖
嗣
自
然
定
矣
。
此
外

誰
敢
間
然
乎
。
弓
削
皇
子
在
レ
座
。
欲
レ
有
レ
言
。
王
子
叱
之
。
乃
止
。
皇
太
后
嘉
二
其
一
言
定
一
レ
国
。
特
閲
授
二
正
四
位
一。
拝
二
式
部
卿
一。

時
年
三
十
七
。

と
い
う
記
事
で
あ
る(19
)。

こ
れ
に
よ
る
と
「
高
市
皇
子
薨
後
」
に
「
日
嗣
」
を
立
て
る
た
め
の
会
議
が
開
か
れ
た
と
あ
る
。
も
し
、
高
市
皇
子
が

皇
位
継
承
者
と
し
て
の
可
能
性
が
低
か
っ
た
な
ら
、
彼
の
生
前
、
特
に
草
壁
皇
子
の
死
後
直
後
に
行
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
見
て
も
高

市
皇
子
は
有
力
な
皇
位
継
承
候
補
者
と
見
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
よ
っ
て
、
高
市
皇
子
が
生
き
て
い
る
内
に
文
武
の
即

位
を
正
統
化
す
る
た
め
の
神
話
を
創
作
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

高
市
皇
子
の
死
が
、
持
統
天
皇
十
年
七
月
十
日
、
文
武
天
皇
の
立
太
子
が
持
統
天
皇
十
一
年
二
月
十
六
日
で
あ
る
。
神
話
の
創
作
を
し
た
な

ら
ば
こ
の
間
の
期
間
と
考
え
ら
れ
る
が
あ
ま
り
に
も
時
間
が
短
す
ぎ
る
。

で
は
、
文
武
天
皇
の
即
位
は
何
を
根
拠
と
さ
れ
た
の
か
。
そ
れ
を
考
え
る
上
で
重
要
な
記
述
の
一
つ
が
、『
続
日
本
紀
』「
文
武
天
皇
元
年
八

月
庚
辰
条
」
の

庚
辰
。
詔
曰
。
現
御
神
止

大
八
嶋
国
所
知
天
皇
大
命
良
麻

止

詔
大
命
乎

。
集
侍
皇
子
等
王
等
百
官
人
等
。
天
下
公
民
諸
聞
食
止

詔
。
高
天
原
尓

事
始

而
遠
天
皇
祖
御
世
御
世
中
今
至
麻
弖

尓
。

天
皇
御
子
之
阿
礼
坐
牟

弥
継
継
尓

大
八
嶋
国
將
知
次
止

。
天
都

神
乃

御
子
隨
母

天
坐
神
之
依
之

奉
之

隨
。
聞
看
來

此
天
津
日
嗣
高
御
座
之
業
止

。
現
御
神
止

大
八
嶋
国
所
知
倭
根
子
天
皇
命
授
賜
比

負
賜
布

貴
支

高
支

廣
支

厚
支

大
命
乎

受
賜
利

恐
坐
弖

。
此
乃

食
国
天
下

乎

調
賜
比

平
賜
比

。
天
下
乃

公
民
乎

惠
賜
比

撫
賜
牟
止

奈
母

隨
レ
神
所
思
行
佐
久

止

詔
天
皇
大
命
乎

諸
聞
食
止

詔
。

と
い
う
記
事
で
あ
る(20
)。

こ
れ
は
、
文
武
天
皇
即
位
の
宣
命
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
文
武
天
皇
は
倭
根
子
天
皇
（
持
統
天
皇
）
の
「
大

命
」
を
受
け
賜
っ
て
即
位
す
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
も
う
一
つ
の
記
述
は
、『
続
日
本
紀
』「
慶
雲
四
年
七
月
壬
子
条
」
の
、

秋
七
月
壬
子
。
天
皇
即
二
位
於
大
極
殿
一。
詔
曰
。
現
神
八
洲
御
宇
倭
根
子
天
皇
詔
旨
勅
命
。
親
王
諸
王
諸
臣
百
官
人
等
天
下
公
民
衆
聞
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宣
。
關
母

威
岐

藤
原
宮
御
宇
倭
根
子
天
皇
丁
酉
八
月
尓

。
此
食
国
天
下
之
業
乎

日
並
知
皇
太
子
之
嫡
子
。
今
御
宇
豆
留

天
皇
尓

授
賜
而
並
坐
而
。

此
天
下
乎

治
賜
比

諧
賜
岐

。
是
者
關
母

威
岐

近
江
大
津
宮
御
宇
大
倭
根
子
天
皇
乃

与
天
地
共
長
与
日
月
共
遠
不
改
常
典
止

立
賜
比

敷
賜
覇留

法
乎

。
受
被

賜
坐
而
行
賜
事
止

衆
被
賜
而
。
恐
美

仕
奉
利
豆
羅

久
止

詔
命
乎

衆
聞
宣
。

と
い
う
記
事
で
あ
る(21
)。

こ
れ
は
、
元
明
天
皇
の
即
位
宣
命
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
持
統
天
皇
が
文
武
天
皇
に
譲
位
し
、
二
人
並
ん
で
天

下
を
統
治
し
て
き
た
の
は
、
天
智
天
皇
が
定
め
た
「
不
改
常
典
」
を
受
け
継
い
で
き
た
こ
と
に
よ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
不
改
常

典
」
は
皇
位
の
嫡
系
相
続
を
規
定
し
た
皇
位
継
承
法
で
あ
る
。
た
だ
、
天
智
天
皇
が
定
め
た
と
い
う
の
は
事
実
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
天
智
天

皇
に
仮
託
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
持
統
天
皇
は
父
で
あ
る
天
智
天
皇
の
権
威
を
利
用
し
て
、
文
武
天
皇

の
即
位
を
正
統
化
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
天
智
天
皇
は
「
天
命
開
別
天
皇
」
と
い
う
諡
号
が
奉
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
天
命
を
受
け
て

王
朝
を
開
い
た
御
方
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
は
天
智
天
皇
を
王
朝
の
始
祖
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
も

ち
ろ
ん
事
実
で
は
な
く
、『
日
本
書
紀
』
編
纂
者
の
構
想
で
あ
る
が
、
遠
山
美
都
男
氏
は
そ
の
よ
う
な
構
想
を
企
て
た
の
は
持
統
天
皇
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る(22
)。

つ
ま
り
、
持
統
天
皇
は
父
で
あ
る
天
智
天
皇
の
権
威
を
高
め
る
こ
と
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
持
統
天
皇
は
父
で
あ
る
天
智
天
皇
の
権
威
を
高
め
、
そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
武
天
皇
の
即
位
を
正
統
化
し
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
天
孫
降
臨
神
話
や
ア
マ
テ
ラ
ス
の
こ
と
を
重
視
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
持
統
天
皇
が
文
武
天
皇
の

譲
位
を
正
統
化
す
る
た
め
に
、
降
臨
神
の
変
更
と
い
う
天
孫
降
臨
神
話
の
創
作
を
行
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
三
節

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
系
神
話
と
ア
マ
テ
ラ
ス
系
神
話
の
統
合

第
三
の
説
は
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
系
と
ア
マ
テ
ラ
ス
系
の
二
系
統
の
神
話
の
統
合
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
松
前
健
氏
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
を
司
令

神
と
す
る
天
孫
降
臨
神
話
は
天
岩
屋
戸
神
話
に
直
結
し
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
オ
シ
ホ
ミ
ミ
の
密
接
な
関
係
に
基
づ
く
神
話
が
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
と
ホ
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ノ
ニ
ニ
ギ
だ
け
の
神
話
に
流
入
・
混
合
し
た
、
と
述
べ
て
い
る(23
)。

神
田
典
城
氏
は
、
天
孫
降
臨
神
話
は
「
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
―
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
」
と

い
う
セ
ッ
ト
が
元
に
あ
り
、
そ
こ
へ
「
ア
マ
テ
ラ
ス
―
オ
シ
ホ
ミ
ミ
」
と
い
う
セ
ッ
ト
が
後
に
な
っ
て
導
入
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
が
想
定
で
き

る
、
と
述
べ
て
い
る(24
)。

西
城
勉
氏
は
、
天
孫
降
臨
神
話
は
、
天
岩
屋
戸
神
話
と
没
交
渉
の
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
を
降
臨
神
と
す
る
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
系
と

天
岩
屋
戸
神
話
と
連
続
し
オ
シ
ホ
ミ
ミ
を
降
臨
神
と
す
る
ア
マ
テ
ラ
ス
系
の
神
話
の
二
系
統
あ
っ
た
が
、
降
臨
神
が
交
替
す
る
の
は
、
ア
マ
テ

ラ
ス
系
神
話
を
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
系
神
話
に
統
合
す
る
た
め
の
編
成
上
の
手
続
き
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る(25
)。

溝
口
氏
も
本
来
の
天
孫
降
臨
神
話

は
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
そ
の
子
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
を
天
降
ら
せ
る
神
話
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
司
令
神
と
す
る
神
話
と
統
合
さ
れ
た

た
め
、
降
臨
神
の
交
替
が
起
こ
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る(26
)。

こ
の
よ
う
な
見
解
は
非
常
に
説
得
力
に
富
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
天
孫
降
臨
神
話
は
本
来
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
―
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
の
親
子
の
関
係

で
構
想
さ
れ
た
が
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
司
令
神
と
し
て
組
み
込
ま
れ
る
際
に
、
オ
シ
ホ
ミ
ミ
と
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
が
親
子
の
関
係
と
し
再
構
築
さ
れ
、

孫
（
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
や
ア
マ
テ
ラ
ス
の
二
世
）
が
降
臨
す
る
神
話
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
時
に
、
な
ぜ
、
オ
シ
ホ
ミ
ミ
と
ホ
ノ

ニ
ニ
ギ
は
親
子
の
関
係
と
し
て
再
構
築
さ
れ
た
の
か
。
つ
ま
り
、
オ
シ
ホ
ミ
ミ
と
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
を
兄
弟
の
関
係
に
し
て
、
最
初
か
ら
ホ
ノ
ニ
ニ

ギ
が
降
臨
す
る
神
話
と
し
て
も
良
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
は
せ
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
二
神
を
親
子
の
関
係
に
し
て
、
降
臨
神
の
変
更
を
演

じ
さ
せ
た
の
は
、
単
に
二
系
統
の
神
話
の
統
合
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
が
構
想
し
た
ア
マ
テ
ラ
ス
か
ら
神

武
天
皇
に
至
る
神
統
譜
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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第
二
章

ア
マ
テ
ラ
ス
か
ら
神
武
天
皇
ま
で
の
系
譜
と
そ
の
意
味

ア
マ
テ
ラ
ス
か
ら
神
武
天
皇
ま
で
の
系
譜
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
。
そ
れ
を
考
察
す
る
前
に
、
ま
ず
は
、
皇
孫
の
日
向
降
臨
以

後
の
系
譜
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
は
オ
オ
ヤ
マ
ツ
ミ
と
い
う
山
の
神
の
娘
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
と
結
婚
し
、

ホ
デ
リ
・
ホ
ス
セ
リ
・
ホ
ヲ
リ
（
別
名
ア
マ
ツ
ヒ
コ
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
・
ヤ
マ
サ
チ
ヒ
コ
）
の
三
神
を
生
む
。
次
に
、
ホ
ヲ
リ
が
ワ
タ
ツ
ミ
と
い

う
海
の
神
の
娘
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
と
結
婚
し
、
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
を
生
む
。
そ
し
て
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
は
姨
タ
マ
ヨ
リ
ヒ
メ
と
結
婚
し
、
初

代
の
天
皇
と
さ
れ
る
神
武
天
皇
を
生
む
。
こ
れ
を
系
図
に
す
る
と
系
図
二
の
よ
う
に
な
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
一
つ
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
以
下
の
神
々
の
名
義
で
あ
る
。
オ
シ
ホ
ミ
ミ
・
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
・
ホ
ヲ
リ
の
「
ホ
」
は
稲

穂
を
意
味
し
て
お
り
、
ま
た
、
神
武
天
皇
は
『
日
本
書
紀
』
に
は
、
カ
ム
ヤ
マ
ト
イ
ワ
レ
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
と
い
う
名
も
あ
り
、
こ
の
「
ホ
」
も

稲
穂
を
意
味
す
る
。
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
は
例
外
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
神
々
は
穀
霊
の
神
格
化
で
あ
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
ア
マ
テ
ラ

ス
か
ら
神
武
天
皇
ま
で
の
系
譜
は
穀
霊
的
王
者
の
物
語
と
し
て
一
貫
し
た
、
一
連
の
物
語
で
あ
る
。

ま
た
、
も
う
一
つ
は
、
こ
の
系
譜
に
は
、
天
皇
の
天
下
の
支
配
を
保
証
す
る
機
能
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』

に
お
い
て
天
下
は
、
天
皇
が
理
念
と
し
て
支
配
す
べ
き
世
界
を
意
味
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
関
連
し
て
注
目
す
べ
き
伝
承
が
『
古
事
記
』「
応

神
天
皇
段
」
に
残
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

於
レ
是
天
皇
問
三
大
山
守
命
与
二
大
雀
命
一
詔
。
汝
等
者
。
孰
三
愛
兄
子
与
二
弟
子
一。
天
皇
所
三
以
発
二
是
問
一
者
。
宇
遅
能
和

紀
郎
子
有
下
令
レ
治
二
天
下
一
之
心
上
也
。

爾
大
山
守
命
白
。
愛
二
兄
子
一。
次
。

大
雀
命
知
下
天
皇
所
二
問
賜
一
之
大
御
情
上
而
白
。
兄
子
者
。
既
成
レ
人
。
是
無
レ
悒
。
弟
子
者
未
レ
成
レ
人
。
是
愛
。
爾
天
皇
詔
三
佐
耶
岐
阿

芸
之
言
。
自
レ
佐
至
レ
芸

五
字
以
レ
音
。

如
二
我
所
一
レ
思
。
即
詔
別
者
。
大
山
守
命
為
二
山
海
之
政
一。
大
雀
命
執
二
食
国
之
政
一
以
白
賜
。
宇
遅
能
和
紀
郎
子
所
レ

知
二
天
津
日
継
一
也
。
故
。
大
雀
命
者
。
勿
レ
違
二
天
皇
之
命
一
也
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
が(27
)、

注
目
す
べ
き
は
応
神
天
皇
が
三
人
の
皇
子
に
対
し
て
、
彼
ら
が
支
配
す
べ
き
領
域
を
命
じ
て
い
る
点
で
あ
る
。
宇
遅
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能
和
紀
郎
子
は
天
津
日
継
を
継
承
す
る
こ
と
な
る
。
天
津
日
継
と
は
、
天
皇
の
位
の
こ
と
で
あ
る
が
、
応
神
天
皇
は
宇
遅
能
和
紀
郎
子
に
対
し

て
、
天
下
を
統
治
さ
せ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
あ
り
、
実
際
、
応
神
天
皇
の
崩
御
後
、『
古
事
記
』
で
は
、
宇
遅
能
和
紀
郎
子
は
、
大
雀
命
か

ら
天
下
を
譲
ら
れ
た
と
あ
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
の
天
津
日
継
の
内
実
は
、
天
下
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

そ
し
て
、
大
雀
命
は
食
国
之
政
を
、
大
山
守
命
は
、
山
海
之
政
の
支
配
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
説
話
の
意
味
に
つ
い
て
、
森
田
喜
久
男
氏
の
指
摘
が
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
森
田
氏
は
、
こ
の
段
を
応
神
天
皇
の
権
能
が
三
人
に
分
割

さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
大
山
守
命
と
大
雀
命
は
宇
遅
能
和
紀
郎
子
に
代
わ
っ
て
山
海
之
政
と
食
国
之
政
を
代
行
し
、
そ
の
政
の
結
果
は
宇
遅

能
和
紀
郎
子
に
奏
上
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
山
海
之
政
と
食
国
之
政
は
天
下
を
統
治
す
る
宇
遅
能
和
紀
郎
子
に
収
斂
さ
れ
る
、
と
解
釈
し
、
山
海

之
政
も
食
国
之
政
も
天
下
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
る
が
、
両
者
の
内
実
は
異
な
っ
て
お
り
、
食
国
之
政
は
天
皇
が
単
独
で
統
治
で
き
る
理
念

を
、
山
海
之
政
は
天
皇
が
山
野
河
海
の
神
々
と
の
調
和
に
よ
っ
て
統
治
す
る
理
念
を
意
味
し
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る(28
)。

要
す
る
に
天
下
を
支
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配
す
る
天
皇
は
、
そ
の
理
念
と
し
て
、
食
国
と
い
う
国
と
山
海
と
い
う
山
野
河
海
を
支
配
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
か
ら
神
武
天
皇
ま
で
の
系
譜
に
立
ち
返
る
と
、
彼
ら
穀
霊
的
王
者
た
ち
が
山
の
神
や
海
の
神
の
娘
と
結
婚

し
、
各
々
、
子
を
な
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
。
こ
の
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
、
吉
井
巌
氏
は
、
降
臨
し
た
天
神
の
御
子
が
、
山
の
神
や

海
の
神
の
娘
を
妻
と
し
、
そ
の
呪
能
を
重
ね
て
、
支
配
者
た
る
資
格
を
よ
り
十
分
な
も
の
と
し
て
行
く
こ
と
を
語
っ
て
い
る
、
と
述
べ
て
い

る(29
)。

つ
ま
り
、
ア
マ
テ
ラ
ス
以
下
、
穀
霊
的
王
者
た
ち
は
、
山
・
海
の
神
の
霊
威
を
手
に
入
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
た

な
ら
ば
、
ア
マ
テ
ラ
ス
か
ら
神
武
天
皇
ま
で
の
神
統
譜
に
は
、
天
皇
が
支
配
す
べ
き
「
天
下
」
の
一
部
で
あ
る
山
野
河
海
の
支
配
を
正
統
化
す

る
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
神
統
譜
を
意
味
の
あ
る
一
連
の
神
話
で
あ
る
と
考
え
た
な
ら
ば
、
降
臨
神
の
交
替
、
つ
ま
り
オ
シ
ホ
ミ
ミ
と
ホ
ノ
ニ

ニ
ギ
を
親
子
の
系
譜
と
し
た
こ
と
の
意
味
が
理
解
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
天
孫
降
臨
神
話
は
本
来
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
―
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
と
い
う

親
子
の
関
係
で
あ
っ
た
が
、
ア
マ
テ
ラ
ス
―
オ
シ
ホ
ミ
ミ
の
関
係
が
こ
こ
に
挿
入
さ
れ
、
さ
ら
に
オ
シ
ホ
ミ
ミ
と
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
を
親
子
の
関
係

と
し
た
た
め
に
、
ア
マ
テ
ラ
ス
―
オ
シ
ホ
ミ
ミ
―
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
と
い
う
よ
う
に
、
世
代
が
一
つ
増
え
、
親
・
子
・
孫
の
関
係
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
、
降
臨
神
の
交
替
と
い
う
要
素
を
入
れ
、
世
代
を
一
つ
増
や
す
こ
と
に
よ
り
、
神
武
天
皇
が
ア
マ
テ
ラ
ス
の
ち
ょ
う
ど
五
世

王
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
が
降
臨
神
の
変
更
の
最
大
の
要
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
章

降
臨
神
の
変
更
と
皇
親

降
臨
神
の
変
更
と
い
う
要
素
を
天
孫
降
臨
神
話
に
新
た
に
加
え
、
世
代
を
増
や
す
と
い
う
こ
と
は
、
神
統
譜
を
よ
り
長
大
な
も
の
へ
と
拡
大

さ
せ
て
い
く
こ
と
で
も
あ
る
が
、
菅
野
雅
雄
氏
は
、
神
統
譜
を
拡
大
し
て
い
く
こ
と
の
目
的
に
つ
い
て
、
皇
室
の
尊
厳
性
を
高
め
、
そ
の
由
来

の
悠
久
な
る
こ
と
を
表
す
た
め
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る(30
)。

菅
野
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
天
孫
降
臨
神
話
に
降
臨
神
の
変
更
の
要
素
を
追
加
す
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る
こ
と
に
は
そ
の
よ
う
な
目
的
が
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
無
制
限
に
神
統
譜
を
引
き
延
ば
し
て
い
っ
た
の
で
は
な

い
。
そ
こ
に
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
か
ら
神
武
天
皇
ま
で
を
五
世
の
内
に
収
め
る
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
。
で
は
、
な
ぜ
五
世
な
の
か
と
言
え
ば
、

「
養
老
継
嗣
令
・
皇
兄
弟
子
条
」
に
お
け
る
、

凡
皇
兄
弟
皇
子
。
皆
為
二
親
王
一、
女
帝
子
又
同
。

以
外
並
為
二
諸
王
一。
自
二
親
王
一
五
世
。
雖
レ
得
二
王
名
一。
不
レ
在
二
皇
親
之
限
一。

と
い
う
規
定
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る(31
)。

こ
れ
は
天
皇
の
親
族
で
あ
る
親
王
・
諸
王
及
び
皇
親
の
範
囲
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
着
目
す
べ
き

は
、
皇
親
の
範
囲
で
、
こ
こ
で
は
、
親
王
よ
り
五
世
は
王
の
名
は
得
る
け
れ
ど
も
皇
親
の
範
囲
に
は
含
ま
れ
な
い
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、

○
世
王
と
言
っ
た
場
合
、
本
人
か
ら
数
え
る
の
か
、
子
か
ら
数
え
る
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
黛
弘
道
氏
に
よ
る
と
、
古
代

の
計
世
法
は
本
人
か
ら
数
え
る
場
合
と
子
か
ら
数
え
る
場
合
の
二
通
り
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る(32
)。

本
条
は
、
天
皇
の
兄
弟
・
皇
子
以
下

の
親
族
の
範
囲
を
規
定
し
た
条
文
で
あ
り
、
眼
目
は
天
皇
で
は
な
く
、
親
族
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
条
文
内
で
、「
親
王
よ
り
五
世
」

と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
子
、
つ
ま
り
親
王
を
一
世
に
数
え
て
、
そ
こ
か
ら
四
世
ま
で
が
皇
親
の
範
囲

で
あ
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
養
老
令
を
見
る
限
り
、
皇
親
の
範
囲
は
あ
く
ま
で
親
王
か
ら
四
世
ま
で
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
条
文
に
関
し
て

は
『
続
日
本
紀
』「
慶
雲
三
年
二
月
十
六
日
条
」
の
、

准
レ
令
。
五
世
之
王
。
雖
レ
得
二
王
名
一。
不
レ
在
二
皇
親
之
限
一。
今
五
世
之
王
。
雖
レ
有
二
王
名
一。
已
絶
二
皇
親
之
籍
一。
遂
入
二
諸
臣
之
例
一。
願

二
念
親
レ
親
之
恩
一。
不
レ
勝
二
絶
レ
籍
之
痛
一。
自
レ
今
以
後
。
五
世
之
王
。
在
二
皇
親
之
限
一。
其
承
レ
嫡
者
相
承
為
レ
王
。
自
余
如
レ
令
。

と
い
う
記
事(33
)と

合
わ
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
「
令
に
准
ず
る
に
」
の
令
は
大
宝
令
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
五
世
の
王
は
皇
親

の
範
囲
外
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
「
養
老
継
嗣
令
・
皇
兄
弟
子
条
」
に
お
け
る
皇
親
の
範
囲
の
規
定
は
大
宝
令
に
お
い
て
復
元
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
半
を
見
て
い
く
と
、
今
後
は
五
世
の
王
も
皇
親
の
範
囲
に
含
め
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
皇
親
の

範
囲
が
、
慶
雲
三
（
七
〇
六
）
年
段
階
に
お
い
て
拡
大
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
成
清
弘
和
氏
の
指
摘
が
興
味
深
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い
。
成
清
氏
は
大
宝
令
に
お
け
る
皇
親
の
範
囲
を
親
王
か
ら
四
世
ま
で
と
す
る
条
文
は
、
有
名
無
実
で
あ
り
、
実
体
を
伴
っ
て
い
な
か
っ
た
。

実
際
は
天
武
・
持
統
朝
の
こ
ろ
か
ら
、
皇
親
は
五
世
ま
で
と
考
え
ら
れ
て
い
た
、
と
述
べ
て
い
る(34
)。

つ
ま
り
、
慶
雲
三
（
七
〇
六
）
年
の
こ
の

規
定
は
、
大
宝
令
が
現
実
の
政
治
に
そ
ぐ
わ
な
い
規
定
を
し
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を
実
体
に
即
し
て
規
定
し
直
し
た
も
の
で
あ
り
、
実
際
は
、

皇
親
の
範
囲
は
天
武
朝
の
こ
ろ
か
ら
親
王
か
ら
五
世
ま
で
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
時
代
に
な
っ
て
初
め
て
皇
親

の
範
囲
と
い
う
も
の
を
制
度
的
に
位
置
付
け
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
世
王
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
継
体
天
皇
が
応
神
天
皇
の
五
世
王
で
あ
る
と
称
し
て
即
位
し
た
こ
と
に
如
実
に
表
れ
て
い
る
。『
日
本
書

紀
』
に
よ
れ
ば
、
先
代
で
あ
っ
た
武
烈
天
皇
は
子
宝
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
た
め
、
王
統
断
絶
の
危
機
を
迎
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
大
連
の

大
伴
金
村
は
、
ま
ず
仲
哀
天
皇
の
五
世
で
あ
る
倭
彦
王
を
擁
立
し
よ
う
と
し
た
が
、
倭
彦
王
は
そ
れ
に
恐
れ
を
な
し
て
山
谷
に
逃
げ
て
行
き
、

行
方
知
ら
ず
と
な
っ
た
。
次
に
大
伴
金
村
は
応
神
天
皇
の
五
世
で
あ
る
継
体
天
皇
を
擁
立
し
、
結
果
、
継
体
天
皇
は
即
位
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
倭
彦
王
や
継
体
天
皇
が
実
際
に
仲
哀
天
皇
や
応
神
天
皇
の
五
世
で
あ
っ
た
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、『
日
本
書
紀
』
の
構
想
上
は
、
彼
ら
が

仲
哀
天
皇
や
応
神
天
皇
の
五
世
で
あ
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
、
擁
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
古
代
に
お
け
る
天
皇
の
親
族
、
皇
親
の
範
囲
の
問
題
を
整
理
し
た
場
合
、
初
代
の
天
皇
と
さ
れ
る
神
武
天
皇
が
ア
マ
テ
ラ

ス
の
ち
ょ
う
ど
五
世
に
当
た
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
改
め
て
天
孫
降
臨
神
話
に
お
け
る
降
臨
神
の
変
更
の
意
義

を
考
え
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

天
孫
降
臨
神
話
の
原
型
は
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
子
の
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
を
降
臨
さ
せ
る
神
話
で
あ
っ
た
が
、
ア
マ
テ
ラ
ス
を
司
令
神
と
し
、
さ
ら

に
オ
シ
ホ
ミ
ミ
を
挿
入
す
る
際
に
オ
シ
ホ
ミ
ミ
と
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
を
親
子
の
関
係
と
し
て
再
構
築
し
た
た
め
、
孫
が
降
臨
す
る
神
話
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
、
降
臨
神
の
変
更
＝
二
神
を
親
子
関
係
と
し
、
世
代
を
一
つ
増
や
し
、
神
統
譜
を
上
下
に
広
げ
て
い
く
こ
と
の
意
味
は
、
一
つ
に

は
、
天
皇
の
支
配
の
起
源
を
な
る
べ
く
古
く
ま
で
遡
ら
せ
、
そ
の
尊
貴
性
を
高
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
無
制
限
に
ど
こ
ま
で
も
拡
大
さ
せ
る

と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
目
的
は
皇
祖
神
で
あ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
か
ら
初
代
の
天
皇
で
あ
る
神
武
天
皇
ま
で
を
皇
親
の
範
囲
内
に
収
め
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る
こ
と
で
、
一
連
の
系
譜
に
つ
ら
な
る
神
々
の
尊
貴
性
を
よ
り
高
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
天
孫
降
臨
神
話
に
お
け
る
降
臨
神
の
転
換
は
、

い
わ
ば
そ
の
数
合
わ
せ
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
要
素
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

最
後
に
本
稿
で
論
じ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
筆
を
擱
く
こ
と
と
す
る
。『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
の
神
話
は
、
天
皇
の
支
配
の
正
統
性
の
起

源
を
語
る
と
い
う
極
め
て
体
系
的
な
神
話
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
天
皇
の
始
祖
神
話
と
も
言
え
る
天
孫
降
臨
神
話
こ
そ
が
、『
古
事

記
』・『
日
本
書
紀
』
の
神
話
の
最
も
重
要
な
、
い
わ
ば
ハ
イ
ラ
イ
ト
シ
ー
ン
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
各

所
伝
を
比
較
し
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
と
、
様
々
な
相
違
が
あ
る
こ
と
に
気
が
付
く
。
た
と
え
ば
、
天
孫
降
臨
神
話
の
降
臨
神
は
司
令
神
が
タ

カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
場
合
、
変
更
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
司
令
神
と
し
て
関
わ
る
と
オ
シ
ホ
ミ
ミ
か
ら
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
へ
変
更
す
る
。

本
論
は
、
そ
の
理
由
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
結
論
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
マ
テ
ラ
ス
か
ら
神
武
天
皇
ま

で
の
系
譜
は
一
連
の
神
話
で
あ
り
、
そ
の
視
点
か
ら
考
え
る
と
、
神
武
天
皇
は
ち
ょ
う
ど
ア
マ
テ
ラ
ス
の
五
世
王
と
な
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
降
臨
神
の
変
更
＝
両
神
を
親
子
の
系
譜
に
す
る
こ
と
の
目
的
は
、
神
統
譜
を
拡
大
し
、
そ
の
尊
貴
性
を
高
め
る
だ
け
で
な
く
、

神
武
天
皇
を
ア
マ
テ
ラ
ス
の
五
世
と
し
、
そ
こ
に
連
な
る
神
々
を
皇
親
の
範
囲
に
位
置
付
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

註

(1
)
司
令
神
が
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
か
ら
ア
マ
テ
ラ
ス
へ
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
初
め
て
本
格
的
に
論
じ
た
の
は
、
三
品
彰
英
「
天
孫
降
臨
神
話
異
伝
考
」

（『
建
国
神
話
の
諸
問
題
』
所
収
、
平
凡
社
、
一
九
七
一
年
、
初
出
、
一
九
四
三
年
）
で
あ
る
。
ま
た
、
筆
者
も
拙
稿
「
天
孫
降
臨
神
話
の
司
令
神
に
つ
い
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て
」（『
古
代
文
化
研
究
』
第
二
十
四
号
、
二
〇
一
六
年
）
に
て
、
司
令
神
変
更
の
時
期
や
理
由
に
つ
い
て
論
じ
た
。

(2
)
『
日
本
書
紀

前
篇
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
一
年
）
六
四
頁
。

(3
)
『
古
事
記
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年
）
四
二
頁
～
四
三
頁
。

(4
)
武
田
祐
吉
「
天
孫
降
臨
の
意
義
」（『
国
文
学
研
究

神
祇
文
学
篇
』、
大
岡
山
書
店
、
一
九
三
七
年
）

(5
)
三
品
彰
英
「
記
紀
の
神
話
体
系
」（
三
品
彰
英
『
日
本
神
話
論

三
品
彰
英
論
文
集
第
一
巻
』
所
収
、
平
凡
社
、
一
九
七
〇
年
）

(6
)
守
屋
俊
彦
「
天
孫
降
臨
神
話
の
一
、
二
の
問
題
」（『
記
紀
神
話
論
考
』、
雄
山
閣
、
一
九
七
三
年
）

(7
)
溝
口
睦
子
『
王
権
神
話
の
二
元
構
造
―
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
と
ア
マ
テ
ラ
ス
―
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
七
七
頁
。

(8
)
前
掲
注
（
２
）
五
九
頁
。

(9
)
筑
紫
申
真
『
ア
マ
テ
ラ
ス
の
誕
生
』（
講
談
社
、
一
九
六
二
年
）
一
九
四
頁
～
二
〇
二
頁
。

(10
)
田
村
圓
澄
「
天
孫
降
臨
神
話
と
中
臣
氏
・
藤
原
氏
」（『
日
本
仏
教
史
二

奈
良
・
平
安
時
代
』
所
収
、
法
蔵
館
、
一
九
八
三
年
、
初
出
、
一
九
七
一
年
）

(11
)
上
山
春
平
『
神
々
の
体
系
』（
中
公
新
書
、
一
九
七
二
年
）
一
四
七
頁
～
一
九
四
頁
。

(12
)
金
井
清
一
「
降
臨
神
話
の
原
型
と
展
開
」（
稲
岡
耕
二
・
大
林
太
良
編
『
講
座
日
本
文
学

神
話
上
』
所
収
、
至
文
堂
、
一
九
七
七
年
）

(13
)
三
谷
栄
一
「
古
事
記
の
成
立
基
盤
と
神
祇
官
―
別
天
神
・
天
孫
降
臨
神
話
の
性
格
と
女
帝
の
後
宮
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
国
学
院
雑
誌
』
第
八
十
巻
九
号
、

一
九
七
九
年
）

(14
)
大
山
誠
一
『
天
孫
降
臨
の
夢

藤
原
不
比
等
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』（
日
本
放
送
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）
二
一
九
頁
～
二
五
〇
頁
。

(15
)
大
和
岩
雄
『『
古
事
記
』
成
立
の
謎
を
探
る
』（
大
和
書
房
、
二
〇
一
三
年
）
一
五
頁
～
二
四
頁
。

(16
)
『
日
本
書
紀

後
篇
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
一
）
四
〇
六
頁
。

(17
)
前
掲
注
（
16
）
三
九
九
頁
。

(18
)
前
掲
注
（
16
）
四
二
六
頁
。

(19
)
『
懐
風
藻
』（
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年
）
八
二
頁
。

(20
)
『
続
日
本
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
）
一
頁
。

(21
)
前
掲
書
（
20
）
三
一
頁
～
三
二
頁
。

(22
)
遠
山
美
都
男
『
天
武
天
皇
の
企
て
―
壬
申
の
乱
で
説
く
日
本
書
紀
―
』（
角
川
選
書
、
二
〇
一
四
年
）
三
一
頁
～
四
九
頁
。
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(23
)
松
前
健
「
大
嘗
祭
と
記
紀
神
話
」（
三
品
彰
英
編
『
日
本
書
紀
研
究

第
四
冊
』、
塙
書
房
、
一
九
七
〇
年
）

(24
)
神
田
典
城
「
天
界
の
主
神
定
立
の
様
相
」（『
記
紀
風
土
記
論
考
』
所
収
、
新
典
社
、
二
〇
一
五
年
、
初
出
、
一
九
八
二
年
）

(25
)
西
城
勉
「
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
と
皇
祖
神
の
誕
生
」（『
古
事
記
と
王
家
の
系
譜
学
』
所
収
、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
五
年
、
初
出
、
一
九
九
四
年
）

(26
)
前
掲
注
（
７
）

(27
)
前
掲
注
（
３
）
一
〇
四
頁
～
一
〇
五
頁
。

(28
)
森
田
喜
久
男
「
山
野
河
海
支
配
の
統
治
理
念
―
「
山
海
之
政
」
―
」（『
日
本
古
代
の
王
権
と
山
野
河
海
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）

(29
)
吉
井
巌
「
海
幸
山
幸
の
神
話
と
系
譜
」（『
天
皇
の
系
譜
と
神
話

三
』
所
収
、
塙
書
房
、
一
九
九
二
年
、
初
出
、
一
九
七
七
年
）

(30
)
菅
野
雅
雄
「
神
か
ら
天
皇
へ
―
神
統
譜
の
形
成
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
菅
野
雅
雄
著
作
集

第
五
巻

古
事
記
論
叢
Ⅴ

構
造
』
所
収
、
お
う
ふ
う
、
二

〇
〇
四
年
）

(31
)
井
上
光
貞
校
注
『
律
令

日
本
思
想
体
系
三
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）
二
八
一
頁
。

(32
)
黛
弘
道
「
律
令
時
代
に
於
け
る
計
世
法
」（『
律
令
国
家
成
立
史
の
研
究
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
二
年
）

(33
)
前
掲
注
（
20
）
二
五
頁
。

(34
)
成
清
弘
和
「
継
体
紀
の
「
五
世
孫
」
に
つ
い
て
」（『
日
本
古
代
の
王
位
継
承
と
親
族
』
所
収
、
岩
田
書
院
、
一
九
九
九
年
、
初
出
、
一
九
八
五
年
）
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